
【給付奨学生採用候補者】自宅外月額支給早期化の手続きについて 

令和 8 年度大学等予約採用における給付奨学生採用候補者のうち、進学届提出前(入学前)の指定期限内

に自宅外通学に関する証明書類等を提出した方は、自宅外通学に係る審査が前倒して実施されます。 

不備なく審査が完了し、入学後に進学届を提出した場合、初回振込月より自宅外月額が適用されます。 

自宅外月額支給早期化を希望する方は、以下の内容をご確認いただき、手続きを行ってください。 

※進学届を提出して 1～2 ヵ月後に本人名義の口座に初回の奨学金が振り込まれます。（初回振込月は進

学届の提出時期によって異なります） 

※予約採用申込時に「自宅外通学」を選択した場合も、自宅外通学に係る証明書類を提出し、審査が完了

するまでは「自宅月額」が支給されます。 

 

対象者について ※以下４点を全て満たす方のみ自宅外月額支給早期化の手続きが可能です 

① 

「令和 8 年度大学等奨学生採用候補者決定通知【提出用】」

の交付書類コードが D・E・F・G のいずれかの給付奨学生

採用候補者の方 

 

② 広島経済大学への入学が確定している方 

③ 自宅外通学の条件を満たす方（条件は高校等から受け取っている奨学金案内をご確認ください） 

④ 採用候補者決定通知の選考結果欄に「授業料減免のみの支援」との記載がない方（※） 

※「授業料減免のみの支援」の場合は同時に貸与型の第一種奨学生採用候補者となっている方に限り対象 

 

手続きについて 

提出書類 

・ [給付様式 35]自宅外通学申請届（通学形態変更届） 

本学オフィシャルサイトから届出用紙をダウンロードし、黒ボールペンで記入してください。 

※消えるボールペンやシャープペンシルで記入しないでください。 

※記入前に必ず別紙の記入例をご確認ください。 

※「採用候補者決定通知登録番号」を必ず記入してください。 
 

・ 自宅外通学証明書類 

別紙の「対象区分・必要証明書類確認チャート」にて該当する対象区分（A～G）をご確認ください。 

※該当する対象区分によって必要となる証明書類が異なります。 

提出期限 

2026 年 3 月 13 日（金）必着 

提出先 

広島経済大学 学務センター学生課 

〒731-0192 広島県広島市安佐南区祇園五丁目 37 番 1 号 

※大学から送られる入学手続要項に記載された提出書類とは一緒に送らないでください。 

※レターパック等追跡可能な方法で郵送してください。 

※郵送に関わる費用（切手・封筒代等）は自己負担にてお願いいたします。 

 

 
【問い合わせ先】 
広島経済大学 学務センター学生課 
082-871-1003 
8:45～17:30（土日祝日を除く） 


